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推 進 体 制 

 庁内体制  

 

１ 女性の人権 

２ 子どもの人権 

３ 高齢者の人権 

４ 障害のある人の人権 

５  

６ 地域で暮らす外国籍の人の人権 

７ HIV や様々なｳｲﾙｽの感染者の人権 

８ ﾊﾝｾﾝ病患者･元患者(回復者)の人権 

９ 刑を終えて出所した人の人権 

 犯罪被害者の人権 

 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを悪用した人権侵害 

 北朝鮮当局による人権侵害問題 

 ﾎｰﾑﾚｽの人の人権 

 性的ﾏｲﾉﾘﾃｨ(少数者)の人権 

 労働者をめぐる人権 

 当事者の家族の人権 

 様々な人権問題 

 
ｱｲﾇの人々などへの偏見や差別、自殺(自死)

に関する対応、人身取引の問題、容貌に関す

る「見た目問題」 など 

岸和田市人権施策基本方針の体系図 

◆ 一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される差別のない社会の実現 

◆ 誰もが個性や能力を活かして自己実現を図ることのできる豊かな人権文化の創造 

 

 人権問題の把握 相談体制の充実 

基 本 理 念 


